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置
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置
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附
則
別
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
項
目
に
つ
き
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
業
種

に
属
す
る
工
場
又
は
指
定
作
業
場
（
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
都
民
の
健

康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
改
正
後
の
条
例
」
と

い
う
。
）
第
二
条
第
七
号
又
は
第
八
号
に
規
定
す
る
工
場
又
は
指
定
作
業
場

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
か
ら
公
共
用
水
域
に
排
出
さ
れ
る
汚
水
の
規
制
基

準
は
、
令
和
十
一
年
十
二
月
十
日
ま
で
は
、
改
正
後
の
条
例
別
表
第
七 

四

の
部
(二)
の
款
ア
の
項
の
表
及
び
同
款
イ
の
項
(ア)
か
ら
(エ)
ま
で
の
表
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
附
則
別
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
許
容
限
度
と
す

る
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附
則
別
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
項
目
に
つ
き
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
業
種

に
属
す
る
工
場
又
は
指
定
作
業
場
（
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
都
民
の
健

康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
改
正
後
の
条
例
」
と

い
う
。
）
第
二
条
第
七
号
又
は
第
八
号
に
規
定
す
る
工
場
又
は
指
定
作
業
場

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
か
ら
公
共
用
水
域
に
排
出
さ
れ
る
汚
水
の
規
制
基

準
は
、
令
和
六
年
十
二
月
十
日
ま
で
は
、
改
正
後
の
条
例
別
表
第
七 

四
の

部
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の
款
ア
の
項
の
表
及
び
同
款
イ
の
項
(ア)
か
ら
(エ)
ま
で
の
表
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
附
則
別
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
許
容
限
度
と
す

る
。 
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（
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